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出雲地区合併協議会委員等名簿 

所 属 市長・町長 議 長 議 員 学識経験者 

出雲市 ◎ 西尾
にしお

理
まさ

弘
ひろ

 三
み

上
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辰
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お

 寺
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弘
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郎
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 福
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田
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とも

 増
ます

原
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子
こ

 
平田市 ○ 長岡

ながおか

秀人
ひでと

 常
つね

松
まつ

吉
よし

幸
ゆき

 日
ひ

野
の

恵
よし

行
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 原
はら

田
だ

淸
せい

造
ぞう

 熊
くま

谷
がい

美
み

和
わ

子
こ

 飯
いい

塚
つか

俊
とし

之
ゆき

 
佐田町 ○ 荒木

あらき

 孝
たかし

 深
ふか

井
い

徹
てつ

郎
お

 山本京太郎
やまもときょうたろう

 飯塚
いいつか

 勉
つとむ

 渡部良治
わたなべよしはる

 三島多喜子
み し ま た き こ

 
多伎町 ○ 伊藤

いとう

 裕
ゆたか

 柳樂和利
なぎらかずとし

 坂根
さかね

 守
まもる

 石飛
いしとび

 正
ただし

 石飛
いしとび

エミ子
え み こ

 石飛
いしとび

 﨣
たけし

 
湖陵町 ○ 桑原壽之

くわはらとしゆき

 立花 也
たちばなよしなり

 小村
おむら

宏
ひろ

行
ゆき

 柳樂
なぎら

和夫
かずお

 三原
みはら

伸
しん

治
じ

 今岡
いまおか

純子
じゅんこ

 
大社町 ○ 田中

たなか

和彦
かずひこ

 佐貫
さぬき

吉
よし

孝
たか

 古福
こふく

康
やす

雅
まさ

 室家隆一
むろやりゅういち

 木村
きむら

槇
まき

江
え

 岩石秀一
いわいしひでかず

 

共通委員 

 萬代宣
ばんだいのぶ

雄
お

 

江田
え だ

小鷹
こだか

 

三好
みよし

清
きよ

文
ふみ

 

今岡
いまおか

仁
に

左
ざ

惠
え

[いずも農協代表理事組合長］ 

[出雲商工会議所会頭］ 

[平田商工会議所会頭］ 

[佐田町商工会会長(４町代表)］

◎ 会長、○ 副会長 

 

出雲地区合併協議会小委員会委員名簿 

 
総務・企画 

小委員会 

福祉・教育 

小委員会 

産業・建設 

小委員会 

議会委員 寺田 昌弘 寺田 昌弘 ○ 三上 辰男 
出雲市 

学識委員 西田 郁郎 増原 久子 福田 康伴 

議会委員 常松 吉幸 日野 恵行 日野 恵行 
平田市 

学識委員 原田 淸造 ○ 熊谷美和子 飯塚 俊之 

議会委員 山本京太郎 山本京太郎 深井 徹郎 
佐田町 

学識委員 三島多喜子 ◎ 飯塚  勉 渡部 良治 

議会委員 坂根  守 坂根  守 ◎ 柳樂 和利 
多伎町 

学識委員 ○ 石飛  正 石飛エミ子 石飛  﨣 

議会委員 立花  也 小村 宏行 立花  也 
湖陵町 

学識委員 ◎ 柳樂 和夫 今岡 純子 三原 伸治 

議会委員 古福 康雅 古福 康雅 佐貫 吉孝 
大社町 

学識委員 岩石 秀一 木村 槇江 室家 隆一 

江田 小鷹 萬代 宣雄 三好 清文 
共通委員 

今岡仁左惠 

◎ 委員長、○ 副委員長 

 

顧  問 
田嶋
たじま

義
よし

介
すけ

 

吉原
よしはら

弘
ひろ

次
つぐ

 

［島根県立大学総合政策学部教授］ 

［島根県出雲総務事務所長］ 

 

監査委員 
勝部
かつべ

一郎
いちろう

 

多々
た た

納
の

幸造
こうぞう

 

［出雲市監査委員］ 

［大社町監査委員］ 
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出雲地区合併協議会幹事会名簿 

所 属 助  役 

出雲市 ◎野津邦男 

平田市 ○加田幹男 

佐田町 田中雄治 

多伎町 石飛友治 

湖陵町 山根貞守 

大社町 ○藤原博志 

◎ 幹事長、○ 副幹事長 

 

各市町合併担当部課長等名簿 

所 属 氏  名 職  名 

黒目俊策 出雲市総務部長 

児玉進一 出雲市総務部次長 出雲市 

山田俊司 出雲市総務部合併推進課長 

荒木 隆 平田市総務部長 

松田隆昭 平田市総務部総務課長 平田市 

川瀬 新 平田市総務部総務課 課長補佐 

大谷昌武 佐田町合併対策室長 
佐田町 

佐貫 守 佐田町合併対策室 課長補佐 

石飛正登 多伎町理事 
多伎町 

森脇悦朗 多伎町総務課長 

湖陵町 森山 均 湖陵町総務課長 

大社町 影山雅夫 大社町広域振興課長 

 

出雲地区合併協議会事務局職員名簿 

役  職 氏  名 所属市町等 備  考 

事務局長 妹尾克彦 出雲市 総括 

参  与 太田 均 島根県総務事務所 専門的助言・調整 

事務局次長 兼 計画班長 坂本純夫 平田市 
総務班・計画班（新市建設計画、財政

計画関係）担当 

事務局次長 石田 武 大社町 調整１班・２班・３班担当 

総務班長 三浦俊明 多伎町 庶務・広報、会議運営 

調整１班長 今岡範夫 湖陵町 総務・企画、財政、議会、消防関係 

調整２班長 山本 積 佐田町 住民・福祉、教育・文化関係 

調整３班長 糸賀敬吉 出雲市 産業、建設・上下水道関係 

総務班員 長廻修一 出雲市 

妹尾淳也 出雲市 
計画班員 

松浦健一郎 大社町 

調整１班員 林 辰昭 出雲市 

調整２班員 原 康正 平田市 

調整３班員 金築教治 平田市 
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第 3 回出雲地区合併協議会会議次第 

日時：平成 16 年 4 月 28 日（水）午前 9 時～ 

場所：出雲市今市町北本町 出雲交流会館 多目的室 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名について 

４ 議 事 

(１) 報告事項 

報告第 12 号 総務・企画小委員会報告について 

報告第 13 号 産業・建設小委員会報告について 

(２) 議案事項 

議案第 42 号 合併の期日について （協議第 1 号）

議案第 43 号 財産及び債務の取扱いについて 

議案第 44 号 特別職の身分の取扱いについて 

（協議第 4 号 総務・企画小委員会付託）

議案第 45 号 各種事務事業（建築・景観関係）の取扱いについて 

（協議第 5 号 産業・建設小委員会付託）

(３) 協議事項 

協議第 6 号 各種事務事業（農林関係その１）の取扱いについて 

（産業・建設小委員会付託）

協議第 7 号 新市建設計画（出雲の國つくり大綱）について 

５ その他 

６ 閉 会 
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第３回出雲地区合併協議会会議録署名委員 

 

 議会委員 学識経験委員 

第３回 佐田町 多伎町 

氏   名   

 

＊ 第3回協議会h16.4.28-4-



報告第 12 号 

 
 総務・企画小委員会について、次のとおり報告する。 
 
  平成１６年４月２８日 
 

出雲地区合併協議会 
会長 西  尾  理  弘 

 

総務・企画小委員会報告について 

出雲地区合併協議会小委員会設置規程第７条の規定に基づき、第２回

総務・企画小委員会を開催したので、報告する。 
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第２回 総務・企画小委員会開催内容 

 

１．日時：平成１６年４月１９日（月）13:00～14:15 

２．場所：出雲市大津町 島根県出雲合同庁舎 701 会議室 

３．議題： 

（１）協議第 2号 議会議員の定数及び任期の取扱いについて 

＊２市５町協議会時の新市議会制度検討小委員会の審議経過について説明を受け、

５月末を目途に検討していくスケジュールを確認した。 

＊前回からの大きな財政状況の変化及び住民意見を反映させる地域自治組織の設置

などの観点から、在任特例は検討から除外し、法定定数３４人を基本に今後検討

していくことを確認した。 

 

 

（２）協議第 4号 特別職の身分の取扱いについて 

＊特別職の身分の取扱いに関する法令と市長、助役、収入役、教育長及び行政委員

の給料、報酬額を出雲市の額とする提案理由についての説明を受け、原案のとお

りで良い旨を確認した。 
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報告第 13 号 

 
 産業・建設小委員会について、次のとおり報告する。 
 
  平成１６年４月２８日 
 

出雲地区合併協議会 
会長 西  尾  理  弘 

 

産業・建設小委員会報告について 

出雲地区合併協議会小委員会設置規程第７条の規定に基づき、第２回

産業・建設小委員会を開催したので、報告する。 
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第２回 産業・建設小委員会開催内容 

 

１．日時：平成１６年４月１９日（月）10:00～11:30 

２．場所：出雲市大津町 島根県出雲合同庁舎 701会議室 

３．議題： 

（１）協議第 3号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 

＊制度の概要、2 市 4 町の現況及び 2 市 5 町合併協議会での確認内容について説明

を受け、今後協議すべき項目及び協議の進め方を確認した。 

  ＊協議を進めるにあたっては、2 市 4 町の農業委員会の意見を聞く必要があるとの

意見から、5月 19日に農業委員会代表者との意見交換会を開催し、引き続き協議

していくことを確認した。 

 

（２）協議第 5号 各種事務事業（建築・景観関係）の取扱いについて 

＊建築・景観関係については、原案のとおりで良い旨を確認した。 

なお、委員からは、「築地松保全事業については、新市において、さらに築地松の

保全に向けた独自の助成制度や取り組みを検討して欲しい」、「出雲らしい景観を

保全し、作り上げるために、新市建設計画に出雲らしい景観の保全に取り組む考

えを書き込んで欲しい」、「緑化助成制度は、都市計画区域以外も含め、新市全体

で支援が受けられるよう検討して欲しい」との意見があった。 
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議案第 42 号 

 

 合併の期日について、次のとおり提案する。 

 

  平成１６年４月２８日 

 

出雲地区合併協議会 

会長 西  尾  理  弘 

 

 合併の期日について（協議第 1号） 

 合併協定項目２．合併の期日については、次のとおりとする。 

 

合併の期日は、平成１７年３月２２日とする。 
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議案第 43 号 

 

財産及び債務の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年４月２８日 

 

出雲地区合併協議会 

会長 西  尾  理  弘 

 

 財産及び債務の取扱いについて 

 合併協定項目７．財産及び債務の取扱いについては、次のとおりとす

る。 

 

２市４町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継

ぐものとする。 

 

 

参考資料：別紙のとおり 
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1
1

1
6
,4
1
4

そ
の
他
施
設

㎡
8
2
,4
5
0

3
6
,6
4
2

2
2
,3
5
0

1
6
,2
5
8

1
3
,3
2
3

2
5
,2
5
6

1
9
6
,2
7
9

計
㎡

2
8
5
,8
3
3

1
2
9
,3
6
8

4
3
,0
6
2

4
5
,7
0
1

3
6
,2
1
3

6
1
,9
5
6

6
0
2
,1
3
3

そ
の
他
施
設

㎡
4
,2
6
6

5
,3
3
1

1
,0
4
7

1
,3
0
1

1
1
,9
4
5

（
建
物
）
計

㎡
2
9
0
,0
9
9

1
3
4
,6
9
9

4
3
,0
6
2

4
6
,7
4
8

3
6
,2
1
3

6
3
,2
5
7

6
1
4
,0
7
8

所
有

㎡
1
2
,7
4
3
,7
3
6

5
,3
8
6
,1
2
9

3
,7
4
3
,3
4
7

5
,7
0
1,
3
2
8

1
,8
2
4
,3
4
4

7
9
4
,0
1
1

3
0
,1
9
2
,8
9
5

山
林

分
収

㎡
3
,9
8
7
,8
2
7

4
,1
8
1
,9
0
0

5
,7
4
8
,7
0
0

1
,1
5
6,
0
4
9

1
5
0
,0
0
0

1
5
,2
2
4
,4
7
6

計
㎡

1
6
,7
3
1
,5
6
3

9
,5
6
8
,0
2
9

9
,4
9
2
,0
4
7

6
,8
5
7
,3
7
7

1
,8
2
4
,3
4
4

9
4
4
,0
1
1

4
5
,4
1
7
,3
7
1

物
権

地
上
権

㎡
3
,9
8
7
,8
2
7

1
,9
6
4
,9
0
7

3
,9
6
9
,2
0
0

9
,9
2
1
,9
3
4

物
品

車
両

台
1
7
4

9
5

5
5

3
5

4
6

4
2

4
4
7

有
価
証
券

株
券

千
円

5
1
5
,5
3
8

2
,0
3
2

9
0
,8
2
0

2
4
0
,7
0
0

4
0
0

1
,6
0
6

8
5
1
,0
9
6

出
資
に
よ
る
権
利

千
円

1
,2
0
4
,5
7
4

5
6
8
,8
6
9

1
6
3
,3
2
1

1
3
0
,8
8
2

1
6
7
,5
4
1

7
3
3
,8
8
8

2
,9
6
9
,0
7
5

債
権

千
円

2
6
0
,1
4
2

2
6
0
,1
4
2

公
営

千
円

2
0
,8
0
4
,7
7
0

3
,2
1
6
,2
7
3

2
,0
1
7
,1
7
0

2
6
,0
3
8
,2
1
3

企
業

千
円

3
,7
3
4
,3
0
2

3
,7
3
4
,3
0
2

会
計
の
財
産

計
千
円

2
0
,8
0
4
,7
7
0

6
,9
5
0
,5
7
5

0
0

0
2
,0
1
7
,1
7
0

2
9
,7
7
2
,5
1
5

普
通
財
産

水
道
事
業
会
計
の
財
産

市
立
病
院
会
計
の
財
産

現
　
　
　
況
（
平
成
1
4
年
度
　
一
般
会
計
・
特
別
会
計
・
公
営
企
業
会
計
決
算
書
附
属
資
料
に
よ
る
）

調
整
の
方
針

２
市
４
町
の
所
有
す
る
財
産
、
公
の
施
設
及
び
債
務
は
、
す
べ
て
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

出
雲
地
区
合
併
協
議
会
の
調
整
方
針

協
議
項
目

財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

財
政
専
門
部
会
財
政
分
科
会
　
Ｎ
ｏ
．
１
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協
議
細
目

出
雲
市

平
田
市

佐
田
町

多
伎
町

湖
陵
町

大
社
町

合
計

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

8
7
,3
3
0

2
9
,0
0
6

4
,5
7
6

4
,2
1
5

5
,8
1
3

1
6
,0
2
0

1
4
6
,9
6
0

普
通
会
計

6
1
,1
5
4
,7
5
5

1
4
,7
2
0
,6
1
4

6
,2
7
9
,9
8
1

8
,1
8
3
,4
5
1

4
,9
4
4
,1
7
1

8
,2
4
8
,2
0
5

1
0
3
,5
3
1
,1
7
7

公
営
企
業
会
計

3
4
,1
0
5
,3
4
3

1
6
,7
2
5
,4
2
0

4
,8
8
7
,6
4
5

3
,9
8
7
,0
5
6

2
,5
1
3
,8
6
5

5
,4
2
5
,0
2
2

6
7
,6
4
4
,3
5
1

計
9
5
,2
6
0
,0
9
8

3
1
,4
4
6
,0
3
4

1
1
,1
6
7
,6
2
6

1
2
,1
7
0
,5
0
7

7
,4
5
8
,0
3
6

1
3
,6
7
3
,2
2
7

1
7
1
,1
7
5
,5
2
8

普
通
会
計

7
0
0

5
0
8

1
,3
7
2

1
,9
4
2

8
5
1

5
1
5

7
0
4

公
営
企
業
会
計

3
9
1

5
7
7

1
,0
6
8

9
4
6

4
3
2

3
3
9

4
6
0

計
1
,0
9
1

1
,0
8
4

2
,4
4
0

2
,8
8
7

1
,2
8
3

8
5
4

1
,1
6
5

普
通
会
計

3
0
,7
1
6
,0
1
9

7
,7
7
8
,6
3
4

3
,4
9
0
,5
8
4

5
,4
3
4
,0
8
5

2
,2
5
5
,0
4
9

4
,2
7
4
,9
8
0

5
3
,9
4
9
,3
5
1

公
営
企
業
会
計

1
4
,9
1
2
,9
7
9

5
,7
1
0
,5
2
4

2
,4
9
1
,1
1
7

1
,6
5
3
,1
9
7

1
,0
8
8
,6
6
4

2
,4
6
6
,8
0
0

2
8
,3
2
3
,2
8
1

計
4
5
,6
2
8
,9
9
8

1
3
,4
8
9
,1
5
8

5
,9
8
1
,7
0
1

7
,0
8
7
,2
8
2

3
,3
4
3
,7
1
3

6
,7
4
1
,7
8
0

8
2
,2
7
2
,6
3
2

普
通
会
計

3
5
2

2
6
8

7
6
3

1
,2
8
9

3
8
8

2
6
7

3
6
7

公
営
企
業
会
計

1
7
1

1
9
7

5
4
4

3
9
2

1
8
7

1
5
4

1
9
3

計
5
2
2

4
6
5

1
,3
0
7

1
,6
8
1

5
7
5

4
2
1

5
6
0

普
通
会
計

3
0
,4
3
8
,7
3
6

6
,9
4
1
,9
8
0

2
,7
8
9
,3
9
7

2
,7
4
9
,3
6
6

2
,6
8
9
,1
2
2

3
,9
7
3
,2
2
5

4
9
,5
8
1
,8
2
6

公
営
企
業
会
計

1
9
,1
9
2
,3
6
4

1
1
,0
1
4
,8
9
6

2
,3
9
6
,5
2
8

2
,3
3
3
,8
5
9

1
,4
2
5
,2
0
1

2
,9
5
8
,2
2
2

3
9
,3
2
1
,0
7
0

計
4
9
,6
3
1
,1
0
0

1
7
,9
5
6
,8
7
6

5
,1
8
5
,9
2
5

5
,0
8
3
,2
2
5

4
,1
1
4
,3
2
3

6
,9
3
1
,4
4
7

8
8
,9
0
2
,8
9
6

普
通
会
計

3
4
8

2
4
0

6
0
9

6
5
3

4
6
3

2
4
8

3
3
7

公
営
企
業
会
計

2
2
0

3
8
0

5
2
4

5
5
4

2
4
5

1
8
5

2
6
7

計
5
6
9

6
1
9

1
,1
3
3

1
,2
0
6

7
0
8

4
3
3

6
0
5

普
通
会
計

1
,9
1
1
,6
1
5

4
5
7
,7
3
8

4
,0
1
5

3
4
7
,0
0
0

3
5
2
,9
7
5

4
5
0
,7
7
2

3
,5
2
4
,1
1
5

普
通
会
計
以
外

3
4
,0
0
0

0
0

0
0

1
9
,8
0
6

5
3
,8
0
6

計
1
,9
4
5
,6
1
5

4
5
7
,7
3
8

4
,0
1
5

3
4
7
,0
0
0

3
5
2
,9
7
5

4
7
0
,5
7
8

3
,5
7
7
,9
2
1

2
2

1
6

1
8
2

6
1

2
9

2
4

普
通
会
計

0
0

0
0

1
,1
0
0
,0
0
0

0
1
,1
0
0
,0
0
0

普
通
会
計
以
外

0
0

0
0

0
0

0
計

0
0

0
0

1
,1
0
0
,0
0
0

0
1
,1
0
0
,0
0
0

0
0

0
0

1
8
9

0
7

普
通
会
計

6
,4
9
0
,6
8
6

3
,8
8
6
,0
1
9

1
,0
3
7
,5
6
2

4
,9
3
1
,5
4
6

8
4
9
,9
5
2

2
,1
5
7
,1
5
7

1
9
,3
5
2
,9
2
2

普
通
会
計
以
外

1
,2
4
4
,0
7
9

1
9
7
,4
6
8

2
5
5
,8
6
4

2
9
0
,9
8
4

2
5
9
,5
9
8

1
6
5
,6
6
0

2
,4
1
3
,6
5
3

計
7
,7
3
4
,7
6
5

4
,0
8
3
,4
8
7

1
,2
9
3
,4
2
6

5
,2
2
2
,5
3
0

1
,1
0
9
,5
5
0

2
,3
2
2
,8
1
7

2
1
,7
6
6
,5
7
5

普
通
会
計

7
4

1
3
4

2
2
7

1
,1
7
0

1
4
6

1
3
5

1
3
2

普
通
会
計
以
外

1
4

7
5
6

6
9

4
5

1
0

1
6

計
8
9

1
4
1

2
8
3

1
,2
3
9

1
9
1

1
4
5

1
4
8

財
政
専
門
部
会
財
政
分
科
会
　
Ｎ
ｏ
．
２

調
整
の
方
針

２
市
４
町
の
所
有
す
る
財
産
、
公
の
施
設
及
び
債
務
は
、
す
べ
て
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

現
　
　
　
況

協
議
項
目

財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

出
雲
地
区
合
併
協
議
会
の
調
整
方
針

基 金

基
金
H
1
4
年
度
末
残
高

※
付
属
資
料
②

1
人
当
た
り
現
在
高

（
千
円
/
人
）

債 務 保 証

債
務
保
証
又
は
損
失

補
償
額

※
付
属
資
料
①

1
人
当
た
り
補
償
額
（
千
円
/
人
）

債 務 負 担

債
務
負
担
行
為
H
1
5
以

降
の
支
出
予
定
額

※
付
属
資
料
①

１
人
当
た
り
支
出
予
定
額
（
千
円
/
人
）

差
引
実
質
負
担
額

1
人
当
た
り
負
担
額

（
千
円
/
人
）記
　
載
　
事
　
項

備
考

地 方 債

地
方
債
H
1
4
年
度
末
残

高 1
人
当
た
り
現
在
高

（
千
円
/
人
）

普
通
交
付
税
算
入
額

1
人
当
た
り
算
入
額

（
千
円
/
人
）
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附
属
資
料
①
　
債
務
負
担
、
債
務
保
証
の
内
訳

普
通
会
計

（
単
位
：
千
円
）

出
雲
市

平
田
市

佐
田
町

多
伎
町

湖
陵
町

大
社
町

合
計

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

8
7
,3
3
0

2
9
,0
0
6

4
,5
7
6

4
,2
1
5

5
,8
1
3

1
6
,0
2
0

1
4
6
,9
6
0

１
．
物
件
の
購
入
等
に
係
る
も
の

7
2
3
,0
0
0

3
0
,9
9
6

0
2
7
1
,7
0
0

5
,3
0
0

0
1
,0
3
0
,9
9
6

（
１
）
土
地
の
購
入
に
係
る
も
の

7
2
3
,0
0
0

1
,3
0
0

7
2
4
,3
0
0

（
２
）
建
造
物
の
購
入
に
係
る
も
の

0
（
３
）
そ
の
他
の
物
件
の
購
入
に
係
る
も
の

3
0
,9
9
6

3
0
,9
9
6

（
４
）
製
造
･工
事
の
請
負
に
係
る
も
の

2
7
1
,7
0
0

4
,0
0
0

2
7
5
,7
0
0

２
．
債
務
保
証
又
は
損
失
補
償
に
係
る
も
の

0
0

0
0

1
,1
0
0
,0
0
0

0
1
,1
0
0
,0
0
0

（
１
）
地
方
三
公
社
に
係
る
も
の

1
,1
0
0
,0
0
0

1
,1
0
0
,0
0
0

（
２
）
そ
の
他
に
係
る
も
の

0
３
．
そ
の
他

1
,1
8
8
,6
1
5

4
2
6
,7
4
2

4
,0
1
5

7
5
,3
0
0

3
4
7
,6
7
5

4
5
0
,7
7
2

2
,4
9
3
,1
1
9

（
１
）
利
子
補
給
等
に
係
る
も
の

2
1
6
,3
5
9

5
2
,9
9
3

0
5
2
7

8
,5
6
0

1
4
4
,2
0
0

4
2
2
,6
3
9

　
ア
農
林
水
産
関
係
に
係
る
も
の

2
,4
6
4

2
0
,8
1
8

5
2
7

8
,5
6
0

8
4
,7
0
3

1
1
7
,0
7
2

　
イ
商
工
関
係
に
係
る
も
の

0
　
ウ
住
宅
関
係
に
係
る
も
の

0
　
エ
そ
の
他

2
1
3
,8
9
5

3
2
,1
7
5

5
9
,4
9
7

3
0
5
,5
6
7

（
２
）
そ
の
他
に
係
る
も
の

9
7
2
,2
5
6

3
7
3
,7
4
9

4
,0
1
5

7
4
,7
7
3

3
3
9
,1
1
5

3
0
6
,5
7
2

2
,0
7
0
,4
8
0

合
　
計

1
,9
1
1
,6
1
5

4
5
7
,7
3
8

4
,0
1
5

3
4
7
,0
0
0

1
,4
5
2
,9
7
5

4
5
0
,7
7
2

4
,6
2
4
,1
1
5

人
口
１
人
当
た
り
の
債
務
負
担
額

2
2

1
6

1
8
2

2
5
0

2
8

3
1

※
平
成
1
4
年
度
地
方
財
政
状
況
調
査
に
よ
る
。

普
通
会
計
以
外
の
会
計

（
単
位
：
千
円
）

出
雲
市

平
田
市

佐
田
町

多
伎
町

湖
陵
町

大
社
町

合
計

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

H
1
2
国
調
人
口

8
7
,3
3
0

2
9
,0
0
6

4
,5
7
6

4
,2
1
5

5
,8
1
3

1
6
,0
2
0

1
4
6
,9
6
0

１
．
物
件
の
購
入
等
に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
0

0
（
１
）
土
地
の
購
入
に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
0

0
（
２
）
建
造
物
の
購
入
に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
0

0
（
３
）
そ
の
他
の
物
件
の
購
入
に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
0

0
（
４
）
製
造
･工
事
の
請
負
に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
0

0
２
．
債
務
保
証
又
は
損
失
補
償
に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
0

0
（
１
）
地
方
三
公
社
に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
0

0
（
２
）
そ
の
他
に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
0

0
３
．
そ
の
他

3
4
,0
0
0

0
0

0
0

1
9
,8
0
6

5
3
,8
0
6

（
１
）
利
子
補
給
等
に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
1
0
,9
4
9

1
0
,9
4
9

　
ア
農
林
水
産
関
係
に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
0

0
　
イ
商
工
関
係
に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
0

0
　
ウ
住
宅
関
係
に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
0

0
　
エ
そ
の
他

0
0

0
0

0
1
0
,9
4
9

1
0
,9
4
9

（
２
）
そ
の
他
に
係
る
も
の

3
4
,0
0
0

0
0

0
0

8
,8
5
7

4
2
,8
5
7

合
　
計

3
4
,0
0
0

0
0

0
0

1
9
,8
0
6

5
3
,8
0
6

人
口
１
人
当
た
り
の
債
務
負
担
額

0
0

0
0

0
1

0
※
平
成
1
5
年
度
特
別
会
計
・
企
業
会
計
予
算
書
に
よ
る
。

区
　
　
　
分

区
　
　
　
分
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附
属
資
料
②
　
基
金
の
内
訳

（単
位
：千
円
）

出
雲
市

平
田
市

佐
田
町

多
伎
町

湖
陵
町

大
社
町

合
計

H
12
国
調
人
口

H
12
国
調
人
口

H
12
国
調
人
口

H
12
国
調
人
口

H
12
国
調
人
口

H
12
国
調
人
口

H
12
国
調
人
口

8
7
,3
3
0

2
9
,0
0
6

4
,5
7
6

4
,2
15

5
,8
1
3

1
6
,0
2
0

1
4
6
,9
6
0

1
,0
5
5
,0
8
1

1
,2
8
4
,6
9
4

4
1
8
,4
9
5

2
4
6
,1
6
5

2
7
5
,0
1
6

4
0
5
,8
6
4

3
,6
8
5
,3
1
5

5
9
1
,0
6
5

1
,1
7
5
,9
6
9

1
8
9
,4
8
4

1
,2
62
,2
4
9

7
1
,1
5
7

8
9
8
,8
4
0

4
,1
8
8
,7
6
4

１
．
庁
舎
等
の
建
設

4
8
0
,2
1
2

4
8
0
,2
1
2

２
．
国
際
化
の
推
進

2
2
0
,0
0
0

6
3
,4
0
2

2
8
3
,4
0
2

３
．
地
域
基
盤
整
備
の
推
進

4
,1
1
9

1
0
7
,9
3
3

2
,3
07
,3
4
8

5
0
,5
4
0

2
7
6
,4
1
5

2
,7
4
6
,3
5
5

４
．
社
会
福
祉
の
充
実

4
8
1
,8
0
8

3
2
6
,2
3
2

1
1
1
,2
1
0

4
9
1
,1
4
4

1
0
3
,0
0
0

1
4
3
,5
4
6

1
,6
5
6
,9
4
0

５
．
保
健
医
療
の
充
実

0
６
．
環
境
保
全
対
策
の
推
進

14
5,
38
8

8
,3
1
9

1
0
,8
0
5

1
6
4
,5
1
2

７
．
産
業
の
振
興

3
8
6
,0
2
7

1
9
,6
5
3

8
3
,7
8
2

1
5
6
,6
6
1

6
4
6
,1
2
3

８
．
教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興

8
7
4
,4
1
8

8
2
,2
5
3

2
0
,0
0
0

9
7
6
,6
7
1

９
．
そ
の
他

1
,4
5
6
,3
7
1

1
,0
4
5

2
7
,3
8
9

1
3
8
,4
5
8

5
4
,2
1
0

2
4
3
,1
9
5

1
,9
2
0
,6
6
8

計
3
,5
6
4
,0
1
2

9
0
2
,1
8
0

3
2
9
,9
3
4

2
,9
67
,4
0
8

2
9
1
,5
3
2

8
1
9
,8
1
7

8
,8
7
4
,8
8
3

１
．
土
地
開
発
基
金
（
土
地
）

1
,0
3
6
,8
7
9

3
4
1
,5
6
8

1
5
,6
9
0

3
8
,0
8
6

7
,9
3
6

1
,4
4
0
,1
5
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
現
金
・
預
金
）

1
7
6
,0
7
0

1
8
1
,6
0
8

5
5
,8
9
0

3
6
1
,0
7
1

3
6
,9
7
5

1
9
,7
0
0

8
3
1
,3
1
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貸
付
金
）

6
7
,5
7
9

7
2
,9
6
3

1
1
9
,2
1
3

2
5
9
,7
5
5

２
．
そ
の
他

4
3
,7
5
9

6
,0
00

1
7
,9
7
3

5
,0
0
0

7
2
,7
3
2 0

計
1
,2
8
0
,5
2
8

5
2
3
,1
7
6

9
9
,6
4
9

4
5
5
,7
2
4

2
1
2
,2
4
7

3
2
,6
3
6

2
,6
0
3
,9
6
0

国
民
健
康
保
険

3
2
5
,2
8
5

1
3
4
,5
7
5

1
8
0
,9
6
8

1
0
1
,6
2
9

1
0
2
,8
2
5

7
8
,1
8
0

9
2
3
,4
6
2

介
護
保
険

0
6
2
,7
2
6

3
9
,1
3
9

1
0
1
,8
6
5

水
道

8
8
7
,9
2
6

4
2
,1
1
5

9
3
0
,0
4
1

下
水
道

1
6
7

3
2
,7
8
1

1
3
5
,1
3
8

6
7
,0
6
3

3
0
,8
2
5

2
6
5
,9
7
4

サ
イ
ク
リ
ン
グ
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

3
0
,8
6
8

3
0
,8
6
8

簡
易
水
道

5
4
,2
1
7

8
9
,7
1
0

1
6
,8
7
1

1
6
0
,7
9
8

国
民
宿
舎

6
4
5

6
4
5

計
1
,2
4
4
,0
7
9

1
9
7
,4
6
8

2
5
5
,8
6
4

2
9
0
,9
8
4

2
5
9
,5
9
8

1
6
5
,6
6
0

2
,4
1
3
,6
5
3

7
,7
3
4
,7
6
5

4
,0
8
3
,4
8
7

1
,2
9
3
,4
2
6

5
,2
22
,5
3
0

1
,1
0
9
,5
5
0

2
,3
2
2
,8
1
7

2
1
,7
6
6
,5
7
5

8
9

1
4
1

2
8
3

1
,2
39

1
9
1

1
4
5

1
4
8

※
平
成
14
年
度
地
方
財
政
状
況
調
査
に
よ
る
。
な
お
、
普
通
会
計
外
基
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
14
年
度
特
別
会
計
・企
業
会
計
決
算
書
に
よ
る
。

定 額 運 用 基 金 普 通 会 計 外 基 金

合
　
　
計

人
口
1人
当
た
り
（千
円
/人
）

区
　
　
　
分

財
政
調
整
基
金

減
債
基
金

そ の 他 特 定 目 的 基 金
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4
3
基
金
残
高
(H
1
6
.4
.1
9
)2
0
0
4
/
4
/
2
0

基
金
残
高
見
込
額
（
総
括
表
）

普
通
会
計
分

H
1
5
年
度
標
財
＋
臨
財
債
の
各
市
町
８
％
分
算
出

（
単
位
：
千
円
）

（
単
位
：
千
円
）

市
町
名

H
1
5
標
財
＋
臨
財
債

8
%

出
雲
市

1
9
,3
3
5
,8
3
3

1
,5
4
6
,8
6
7

年
度
末
残
高

年
度
末
残
高

平
田
市

7
,4
6
3
,9
6
2

5
9
7
,1
1
7

財
政
調
整
基
金

1
,0
5
5
,0
8
1

7
5
5
,7
3
6

佐
田
町

2
,2
2
5
,0
4
4

1
7
8
,0
0
4

減
債
基
金

5
9
1
,0
6
5

5
9
2
,1
4
8

多
伎
町

2
,2
5
5
,4
3
8

1
8
0
,4
3
5

財
政
調
整
基
金
・
減
債
基
金
　
計

1
,6
4
6
,1
4
6

1
,3
4
7
,8
8
4

湖
陵
町

1
,8
4
5
,9
4
9

1
4
7
,6
7
6

そ
の
他
特
定
目
的
基
金

3
,5
6
4
,0
1
2

3
,0
5
4
,6
6
8

大
社
町

3
,8
8
2
,3
5
7

3
1
0
,5
8
9

計
5
,2
1
0
,1
5
8

4
,4
0
2
,5
5
2

計
3
7
,0
0
8
,5
8
3

2
,9
6
0
,6
8
8

財
政
調
整
基
金

1
,2
8
4
,6
9
4

1
,1
2
8
,9
3
4

減
債
基
金

1
,1
7
5
,9
6
9

9
4
1
,0
5
0

財
政
調
整
基
金
・
減
債
基
金
　
計

2
,4
6
0
,6
6
3

2
,0
6
9
,9
8
4

そ
の
他
特
定
目
的
基
金

9
0
2
,1
8
0

8
7
8
,8
0
8

計
3
,3
6
2
,8
4
3

2
,9
4
8
,7
9
2

財
政
調
整
基
金

4
1
8
,4
9
5

3
1
0
,9
9
7

減
債
基
金

1
8
9
,4
8
4

8
9
,7
4
0

財
政
調
整
基
金
・
減
債
基
金
　
計

6
0
7
,9
7
9

4
0
0
,7
3
7

そ
の
他
特
定
目
的
基
金

3
2
9
,9
3
4

2
3
8
,5
3
1

計
9
3
7
,9
1
3

6
3
9
,2
6
8

財
政
調
整
基
金

2
4
6
,1
6
5

2
4
5
,4
6
8

減
債
基
金

1
,2
6
2
,2
4
9

7
5
3
,4
1
1

財
政
調
整
基
金
・
減
債
基
金
　
計

1
,5
0
8
,4
1
4

9
9
8
,8
7
9

そ
の
他
特
定
目
的
基
金

2
,9
6
7
,4
0
8

2
,5
5
4
,6
0
7

計
4
,4
7
5
,8
2
2

3
,5
5
3
,4
8
6

財
政
調
整
基
金

2
7
5
,0
1
6

2
6
0
,0
1
6

減
債
基
金

7
1
,1
5
7

9
1
,2
5
7

財
政
調
整
基
金
・
減
債
基
金
　
計

3
4
6
,1
7
3

3
5
1
,2
7
3

そ
の
他
特
定
目
的
基
金

2
9
1
,5
3
2

1
8
7
,3
5
9

計
6
3
7
,7
0
5

5
3
8
,6
3
2

財
政
調
整
基
金

4
0
5
,8
6
4

4
2
3
,3
7
0

減
債
基
金

8
9
8
,8
4
0

8
9
9
,1
5
8

財
政
調
整
基
金
・
減
債
基
金
　
計

1
,3
0
4
,7
0
4

1
,3
2
2
,5
2
8

そ
の
他
特
定
目
的
基
金

8
1
9
,8
1
7

5
8
3
,4
3
7

計
2
,1
2
4
,5
2
1

1
,9
0
5
,9
6
5

財
政
調
整
基
金

3
,6
8
5
,3
1
5

3
,1
2
4
,5
2
1

減
債
基
金

4
,1
8
8
,7
6
4

3
,3
6
6
,7
6
4

財
政
調
整
基
金
・
減
債
基
金
　
計

7
,8
7
4
,0
7
9

6
,4
9
1
,2
8
5

そ
の
他
特
定
目
的
基
金

8
,8
7
4
,8
8
3

7
,4
9
7
,4
1
0

計
1
6
,7
4
8
,9
6
2

1
3
,9
8
8
,6
9
5

市
　
町
　
名

基
金
名
称

出
　
雲
　
市

平
成
1
４
年
度

平
成
1
５
年
度

湖
　
陵
　
町

大
　
社
　
町

２
市
４
町
 計

平
　
田
　
市

佐
　
田
　
町

多
　
伎
　
町
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基金の取扱い方針 

 

１．財政調整基金・減債基金 

２市４町の平成１５年度標準財政規模（臨時財政対策債を含む）の８％を持ち寄

り、新市の財政調整基金、減債基金として積み立てる。 

 

 

２．特定目的基金 

２市４町の特定目的基金については、全て新市に持ち寄り、下記の分類により活

用することとする。 

 

◆新市の財政調整基金へ繰り入れるもの 

① 一般財源化するもの 

旧市町の特定目的基金を廃止し、新市の財政調整基金へ繰り入れる。 

② 建設計画等で実施する事業を明確にするもの 

旧市町の特定目的基金を廃止し、新市の財政調整基金へ繰り入れるが、旧

市町の目的事業は継続実施する。事業の実施を新市建設計画等で担保する。 

③ 補助要綱等を制定して予算計上するもの 

旧市町の特定目的基金を廃止し、新市の財政調整基金へ繰り入れるが、旧

市町の目的事業は継続実施する。事業の実施を補助要綱等で担保する。 

 

 

◆新市の特定目的基金とするもの 

④ 類似基金として統合するもの 

旧市町の類似の特定目的基金を統合して新市の特定目的基金とし、新市全

体で実施する当該目的事業の財源とする。 

⑤ 指定寄付、補償等の事情によるもの 

旧市町の特定目的基金を引き継ぎ、新市で特定目的基金条例（事業・地域

限定）を制定する。 
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平
成
1
6
年
3
月
1
0
日
現
在

（
単
位
：
千
円
）

基
金

備
考

基
金

備
考

視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
施
設
整
備
基
金
【
出
雲
市
】

高
齢
者
基
金
【
出
雲
市
】

平
田
市
災
害
救
助
基
金
【
平
田
市
】

平
田
市
地
域
福
祉
振
興
基
金
【
平
田
市
】

平
田
市
市
営
住
宅
基
金
【
平
田
市
】

地
域
福
祉
基
金
【
湖
陵
町
】

平
田
市
ふ
る
さ
と
振
興
基
金
【
平
田
市
】

奨
学
事
業
基
金
【
出
雲
市
】

小
計

高
野
令
一
育
英
奨
学
基
金
【
出
雲
市
】

佐
田
町
奨
学
資
金
基
金
【
佐
田
町
】

育
英
基
金
【
湖
陵
町
】

基
金

備
考

市
役
所
付
近
再
開
発
事
業
基
金
【
出
雲
市
】

多
伎
町
戦
略
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
基
金
【
多
伎
町
】

平
田
市
庁
舎
建
設
基
金
【
平
田
市
】

多
伎
町
地
域
活
力
創
出
事
業
基
金
【
多
伎
町
】

水
田
転
作
定
着
化
基
金
【
出
雲
市
】

多
伎
町
健
康
文
化
の
ま
ち
推
進
基
金
【
多
伎
町
】

畜
産
振
興
事
業
基
金
【
出
雲
市
】

元
気
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
推
進
基
金
【
佐
田
町
】

農
業
基
盤
整
備
基
金
【
湖
陵
町
】

有
機
農
業
推
進
活
動
支
援
基
金
【
佐
田
町
】

農
林
水
産
関
係

福
祉
ま
ち
づ
く
り
基
金
【
出
雲
市
】

公
共
施
設
整
備
基
金
【
湖
陵
町
】

庁
舎
等
整
備
関
係

国
際
交
流
事
業
基
金
【
出
雲
市
】

小
計

ｱ
ｲﾙ
ﾗ
ﾝﾄ
ﾞ
出
雲
ｷｬ
ﾝ
ﾌﾟ
記
念
ｽ
ﾎﾟ
ｰ
ﾂ
・
文
化
交
流
事
業
基
金
【
出
雲
市
】

教
育
文
化
振
興
基
金
【
出
雲
市
】

出
雲
市
労
働
者
福
祉
基
金
【
出
雲
市
】

基
金

備
考

平
田
市
水
辺
環
境
保
全
基
金
【
平
田
市
】

稗
原
か
ん
が
い
排
水
事
業
基
金
【
出
雲
市
】

農
林
水
産
関
係

防
災
行
政
無
線
施
設
及
び
情
報
通
信
施
設
整
備
基
金
【
湖
陵
町
】

長
浜
中
核
工
業
団
地
企
業
立
地
促
進
事
業
基
金
【
出
雲
市
】

ふ
る
さ
と
創
生
事
業
基
金
【
湖
陵
町
】

消
防
団
活
性
化
事
業
基
金
【
出
雲
市
】

小
計

多
伎
町
い
ち
じ
く
産
地
振
興
基
金
【
多
伎
町
】

農
林
水
産
関
係

小
計

基
金

備
考

多
伎
町
漁
業
振
興
基
金
【
多
伎
町
】

漁
業
振
興
基
金
【
湖
陵
町
】

大
社
町
漁
業
振
興
基
金
【
大
社
町
】

古
志
採
石
関
連
環
境
整
備
事
業
基
金
【
出
雲
市
】

平
田
市
図
書
購
入
基
金
【
平
田
市
】

平
田
市
有
線
放
送
電
話
事
業
基
金
【
平
田
市
】

多
伎
町
い
ち
じ
く
温
泉
運
営
事
業
基
金
【
多
伎
町
】

大
社
線
転
換
対
策
事
業
推
進
基
金
【
大
社
町
】

大
社
町
ご
縁
ネ
ッ
ト
事
業
基
金
【
大
社
町
】

小
計

指
定
寄
付
、
補
償
金
、

和
解
金
、
地
方
交
付
税

措
置
等
に
よ
る
も
の

福
祉
関
係

漁
業
振
興
に
充
て
る
基

金
（
補
償
）

奨
学
金
関
係

庁
舎
等
建
設
関
係

農
林
水
産
関
係

特
定
目
的
基
金
の
分
類
（
案
）

①
　
一
般
財
源
化
す
る
も
の
　

④
　
類
似
基
金
と
し
て
統
合
す
る
も
の

②
　
建
設
計
画
等
で
実
施
す
る
事
業
を
明
確
に
す
る
も
の

海
洋
資
源
活
用
施
設
等

③
　
補
助
要
綱
等
を
制
定
し
て
予
算
計
上
す
る
も
の

⑤
　
指
定
寄
付
、
補
償
等
の
事
情
に
よ
る
も
の

＊ 第3回協議会h16.4.28-18-



議案第 44 号 

 
 特別職の身分の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 
  平成１６年４月２８日 
 

出雲地区合併協議会 
会長 西  尾  理  弘 

 
特別職の身分の取扱いについて 

（協議第 4号 総務・企画小委員会付託）

 合併協定項目１２．特別職の身分の取扱いについては、次のとおりと

する。 

 

１ 市長、助役、収入役及び教育長の任期等については、法令の定める

ところによる。新市発足時の給料は、出雲市の額とする。 

 

２ 新市の市長が選出されるまでの間の市長の職務執行者及びその給料

については、2市 4町の市長、町長が合併時までに別に協議して定める。

 

３ 市議会議員及び農業委員会の委員の新市発足時の報酬については、

出雲市の額とする。 

 

４ 行政委員会（教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員

会の委員、監査委員及び固定資産評価審査委員会の委員）の委員数、

任期等については、各法令の定めるところによる。新市発足時の報酬

については、出雲市の額とする。 

 

５ その他の条例で定める特別職については、次のとおり取り扱うもの

とする。 

（１）2市 4 町に設置されていて、新市においても引き続き設置する必要

のあるものは、合併時に統合する。 

（２）1市町又は数市町にのみ設置されていて、新市においても引き続き

設置する必要のあるものは、合併時に調整する。 

（３）委員数、任期、報酬額等は現行の制度及び同規模自治体の例をも

とに調整する。 

 

６ 特別職の給料及び報酬については、新市において速やかに特別職報
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酬等審議会を設置し、現行給料、報酬額及び同規模自治体の例を基に

定め、給与、報酬の適正化に努めるものとする。 
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議案第 45 号 

 

各種事務事業（建築・景観関係）の取扱いについて、次のとおり提案す

る。 

 

  平成１６年４月２８日 

 

出雲地区合併協議会 

会長 西  尾  理  弘 

 

 各種事務事業（建築・景観関係）の取扱いについて 

（協議第 5号 産業・建設小委員会付託）

合併協定項目２４．各種事務事業（建築・景観関係）の取扱いについ

ては、次のとおりとする。 

 

１ 特定行政庁の設置 

合併時に組織の充実を図り、出雲市の例により、本庁で一括して建

築確認申請の受付、審査等を行う。 

 

２ 景観条例 

現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において出雲市まちづくり景観

条例及び大社町まちづくり景観条例を踏まえ、ふるさと島根の景観づ

くり条例との調整を図り、出雲らしい景観保全に向けた新市景観条例

を制定する。 

緑化助成制度については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後３

年を目途に出雲市の例を基に、新たな緑化助成を制度化する。 

 

３ 築地松保全事業 

新市において、引き続き築地松景観保全対策推進協議会に加入する。
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協議第 6号 

 

各種事務事業（農林関係その１）の取扱いについて、次のとおり協議

する。 

 

平成１６年４月２８日 

 

出雲地区合併協議会 

会長  西  尾  理  弘 

 

 各種事務事業（農林関係その１）の取扱いについて 

（産業・建設小委員会付託）

合併協定項目２４．各種事務事業（農林関係その１）の取扱いについ

ては、次のとおりとする。 

 

１ 地域農業マスタープラン 

地域農業マスタープランについては、地域の実情や特色を考慮しな

がら、合併後速やかに策定する。 

 

２ 地域農業の推進体制 

地域農業の推進体制については、地域特性を踏まえ、新市の地域農

業推進体制を確立する。 

 

３ 農業振興地域整備計画 

農業振興地域整備計画については、合併後に予想される県の基本方

針の変更に基づき、新市において速やかに策定する。 

農振除外については、農業振興地域の整備に関する法律第 13 条に定

める要件及び農業振興地域制度に関するガイドラインを遵守するとと

もに、除外基準の明確化を図る。 

除外申請受付は、年２回、２月と８月とし、受付期間は、それぞれ

１ヶ月間とする。 

新市において、農業振興地域整備促進協議会を設立し、委員構成は、

議会議員、農業委員、土地改良区、森林組合、いずも農業協同組合等

２市４町の現在の構成を踏まえて構成する。 

 

４ 農地の集積・流動化 

農地の集積・流動化については、新市において調整し基本方針を定

める。推進体制については、新市の地域農業推進体制を再編する中で

第3回協議会h16.4.28-23-



調整を図る。 

また、農業委員会との連携を強化しながら流動化を進めるよう、市

が積極的に施策を展開する。 

農地流動化奨励補助金については、国・県の動向を踏まえ、新たな

制度を定める。 

 

５ 農業経営基盤強化促進基本構想 

農業経営基盤強化促進基本構想については、県基本方針の変更を受

け、新市の基本構想を策定する。 

 

６ 新規就農者及び農業後継者の育成・支援 

新規就農者及び農業後継者の育成・支援については、新市において

制度化を図る。 

 

７ 認定農業者の認定基準 

認定農業者の認定基準については、国の制度見直しを受け、新市の

農業経営基盤強化促進基本構想の策定に併せて、新たな基準を定める。

 

８ 農業法人・集落営農組織の育成・支援 

農業法人・集落営農組織の育成・支援については、新市において再

編する。 

 

９ 水田農業の振興 

水田農業の推進及び米の生産調整に関する基本方針を定めた現行の

出雲地区水田農業ビジョンは、新市に引き継ぐ。なお、支援策等につ

いては、新市において調整する。 

 

10 農林振興事業上乗せ補助 

新市に移行後、２市４町のそれぞれのニーズ、特色に合った新たな

制度として再編する。 

 

11 地産地消の推進事業 

米消費拡大対策や各地域で行われている取り組み、事業については、

新市に引き継ぐこととし、合併後新市の基本方針、施策を検討する中

で推進を図る。 

 

12 バイオマス利活用対策 

各市町の現在の取り組みを新市に引き継ぎ、合併後、バイオマス利

活用のあり方、その具体策等を検討する中で推進を図る。 
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13 特産物の振興 

現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに、地域の特産物を振

興発展させる支援策を新たに制度化する。 

  

14 野菜の価格補償制度 

現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに新たに制度化する。 

 

15 農林水産イベント 

出雲市の出雲「花と緑」総合フェスティバルについては、現行のと

おり新市に引き継ぐ。 

 

16 地域農業支援センター 

平田市地域農業支援センター及び２１世紀出雲農業支援センター

は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。 

 

17 結婚相談所助成 

いずも農業協同組合の結婚相談所への助成制度については、新市に

引き継ぐ。 

 

18 畜産振興事業 

現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに、地域の実情や取り

組みの状況を考慮し、新たに制度化する。 

 

19 家畜排泄物処理活用対策 

佐田町堆肥センターについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。家

畜排泄物の処理活用については、合併後新市で方針を策定する。 

 

20 代替水源対策 

現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

21 土地改良区 

土地改良区については、現行のとおりとし、合併後、将来の統合に

向けて検討する。 

各市町の土地改良区事務運営補助金については、新市に引き継ぎ、

合併後調整する。 

 

22 森林整備計画 

現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において総合調整を図り、新た
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な森林整備計画を策定する。 

 

23 斐伊川水系水源の森づくり森林整備協定 

森林整備協定の目標面積は、新市に引き継ぐとともに、相互交流事

業についても、新市に引き継ぐ。 

 

24 林業振興事業 

出雲ふるさとの森再生事業については、新市に引き継ぐ。 

利用間伐促進奨励事業については、新市に引き継ぎ、出雲市、佐田

町及び多伎町の例により新市で新たに制度化する。 

 

25 森林病害虫防除 

松くい虫防除の空中散布及び伐倒駆除については、新市に引き継ぎ、

新市において事業計画や実施方法などを調整する。 

 

26 分収造林 

市行・町行造林、公社造林及び官行・公団・県行造林事業について

は、各市町の契約を現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

27 森林整備地域活動支援交付金制度 

現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、対象となる森林については、

新市において調整する。 

 

28 林業後継者対策 

緑の担い手育成事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新

市において調整する。 

グリーンマイスター養成研修受講者手当助成については、出雲市及

び佐田町の例により統一する。 

 

29 樹医制度 

現行の出雲市樹医制度を、新市に引き継ぐ。 

 

30 作業道整備 

作業道の開設補助及び維持管理体制については、新市に引き継ぎ、

新市において調整する。 

 

31 有害鳥獣被害対策 

被害防除施設の助成制度については、現行のとおり新市に引き継ぎ、

新市において制度化する。 
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32 森林公園 

森林公園の使用料及び管理運営については、現行のとおり新市に引

き継ぐ。 

 

33 農業改良普及指導事業 

指導体制については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後、多伎

町の例を参考に専任農業指導員の配置を検討する。 

 

 

参考資料：別紙のとおり 
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出
雲
地
区
合
併
協
議
会
事
務
局

 

出
 
雲
 
地
 
区
 
合
 
併
 
協
 
議
 
会
 
の
 
調
 
整
 
方
 
針
 

産
業
専
門
部
会
 
農
林
水
産
分
科
会
 
№
１
６
－
１
 

協
議

項
目
 

各
種
事
務
事
業
（農
林
関
係
）の
取
扱
い
 

協
議

細
目
 

地
域
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
 

調
整
の
方
針
 

平
田
市
地
域
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
２
１
世
紀
出
雲
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
合
併
後
調
整
す
る
。
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

２
１
世
紀
出
雲
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
 

 
 
市
と
農
協
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
を
生
か
し
、
互
い
の
役
割
を
補
う

こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
す
る
効
率
的
な

農
業
支
援
体
制
を
確
立
す
る
た
め
に
、
農
業
政
策
課
内
に
設
置
 

〔人
員
体
制
〕 

 
 
９
人
（市
 
６
人
、
農
協
 
３
人
） 

〔主
な
業
務
〕 

 
・新
規
就
農
者
及
び
農
業
後
継
者
の
指
導
育
成
 

 
・認
定
農
業
者
及
び
農
業
生
産
法
人
の
指
導
育
成
 

 
・集
落
営
農
の
組
織
化
及
び
法
人
化
の
推
進
 

 
・農
業
経
営
改
善
指
導
及
び
経
営
相
談
 

 
・農
地
流
動
化
の
推
進
及
び
農
地
の
再
利
用
調
整
 

  

地
域
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
費
 ４
，
６
５
０
千
円
 

（内
地
区
振
興
会
議
運
営
費
１
，
４
５
０
千
円
、
外
は
事
務
局
人
件
費
） 
 

〔事
務
局
体
制
〕 

 事
務
局
長
１
名
、
事
務
局
員
２
名
（内
１
名
は
市
職
員
が
兼
務
；１
名
は

Ｊ
Ａ
い
ず
も
よ
り
の
出
向
） 
 

〔地
区
振
興
会
議
〕 
１
１
地
区
、
１
１
０
名
 

 

該
当
な
し
 

該
当
な
し
 

【関
係
条
例
】 
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出
雲
地
区
合
併
協
議
会
事
務
局

 

出
 
雲
 
地
 
区
 
合
 
併
 
協
 
議
 
会
 
の
 
調
 
整
 
方
 
針
 

産
業
専
門
部
会
 
農
林
水
産
分
科
会
 
№
１
６
－
２
 

協
議

項
目
 

各
種
事
務
事
業
（農
林
関
係
）の
取
扱
い
 

協
議

細
目
 

地
域
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
 

調
整
の
方
針
 

平
田
市
地
域
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
２
１
世
紀
出
雲
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
合
併
後
調
整
す
る
。
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

 
調
 
整
 
の
 
具
 
体
 
的
 
内
 
容
 

該
当
な
し
 

該
当
な
し
 

 
平
田
市
で
は
、
農
業
振
興
に
と
ど
ま
ら
ず
、
特
産
開
発
や
産
業
振
興
等

も
含
め
、
財
団
法
人
化
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
 

 平
田
市
地
域
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
２
１
世
紀
出
雲
農
業
支
援
セ
ン

タ
ー
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
合
併
後
調
整
す
る
。
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協議第 7号 

 
 新市建設計画（出雲の國つくり大綱）について、次のとおり協議する。 
 

平成１６年４月２８日 
 

出雲地区合併協議会 
会長 西  尾  理  弘 

 

新市建設計画（出雲の國つくり大綱）について 

新市建設計画（出雲の國つくり大綱）について、別紙のとおり提出す

る。 
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この大綱は、新市建設にあたって、住民を主役とした住民参加のまちづくりを基本と

する行政のあり方を示し、住民と行政の連携協力により、新市の一体的な発展をめざ

すものであります。 

このため、新市においては、合併協議で合意した「２１世紀出雲の國つくり計画」及び

「合併協定項目」を尊重・継承するとともに、地域の持性と魅力を活かした新市全域の

均衡ある一体的・総合的発展を期して、“自立”と “自治”のまちづくりを推進します。 

 
 
 

［住民が主役のまちづくり］ 
 

●住民が政策決定に参画する開かれた行政システムを構築するとともに、住民と行政

双方がそれぞれの役割と責任のもと協働のまちづくりを進めます。 

●情報公開と広報広聴機能の充実に努め、住民、行政、議会が一体となり公正、透明

なまちづくりを進めます。 

●新市の自治行政と各地域住民の自治活動の一体的な推進を図ります。 
 
 

［地域特性が光るまちづくり］ 
 

●地域の伝統文化や諸活動を継承・発展させ、地域の特性と魅力が輝くまちづくりを進

めます。 

●地域の共生と交流を促進し、多核的な結合と多面的な連携により、新市の総合力を

最大限に発揮するネットワーク都市の形成をめざします。 
 
 

［地方分権時代に対応するまちづくり］ 
 

●行政組織・事務のスリム化、民間委託など徹底した行財政改革に取り組み、簡素で

効率的、長期的に安定した行財政運営を進めます。 

●多様化、高度化する行政需要に対応すべく、産業経済の発展によって財政基盤の強

化を図りつつ、歳出全般にわたる削減と重点配分及び適正な受益と負担のもと行政

サービス水準の確保に努めます。 

●地方分権時代に対応し、自己決定・自己責任を基本とした行財政運営に努めます。 

 

 

                     

 

 

この大綱は、新市建設にあたって、住民を主役とした住民参加のまちづくり

を基本とする行政のあり方を示し、住民と行政の連携協力により、新市の一体

的な発展をめざすものであります。 

このため、新市においては、合併協議で合意した「２１世紀出雲の國つくり計

画」及び「合併協定項目」を尊重・継承するとともに、地域の特性と魅力を活か

した新市全域の均衡ある一体的・総合的発展を期して、“自立”と “自治”のま

ちづくりを推進します。 

 
 
 

［住民が主役のまちづくり］ 
 

  住民が政策決定に参画する開かれた行政システムを構築するとともに、住民
と行政双方がそれぞれの役割と責任のもと協働のまちづくりを進めます。 

  情報公開と広報広聴機能の充実に努め、住民、行政、議会が一体となり公
正、透明なまちづくりを進めます。 

  新市の自治行政と各地域住民の自治活動の一体的な推進を図ります。 
 
 

［地域特性が光るまちづくり］ 
 

  地域の伝統文化や諸活動を継承・発展させ、地域の特性と魅力が輝くまちづく
りを進めます。 

  地域の共生と交流を促進し、多核的な結合と多面的な連携により、新市の総
合力を最大限に発揮するネットワーク都市の形成をめざします。 

 
 

［地方分権時代に対応するまちづくり］ 
 

  行政組織・事務のスリム化、民間委託など徹底した行財政改革に取り組み、
簡素で効率的、長期的に安定した行財政運営を進めます。 

  多様化、高度化する行政需要に対応すべく、産業経済の発展によって財政基
盤の強化を図りつつ、歳出全般にわたる削減と重点配分及び適正な受益と負

担のもと行政サービス水準の確保に努めます。 

  地方分権時代に対応し、自己決定・自己責任を基本とした行財政運営に努め
ます。 

出 雲 の國 つくり大 綱 
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議案第 45 号 

 

各種事務事業（建築・景観関係）の取扱いについて、次のとおり提案す

る。 

 

  平成１６年４月２８日 

 

出雲地区合併協議会 

会長 西  尾  理  弘 

 

 各種事務事業（建築・景観関係）の取扱いについて 

（協議第 5号 産業・建設小委員会付託）

合併協定項目２４．各種事務事業（建築・景観関係）の取扱いについ

ては、次のとおりとする。 

 

１ 特定行政庁の設置 

合併時に組織の充実を図り、出雲市の例により、本庁で一括して建

築確認申請の受付、審査等を行う。 

 

２ 景観条例 

現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において出雲市まちづくり景観

条例及び大社町まちづくり景観条例を基に踏まえ、ふるさと島根の景

観づくり条例との調整を図り、出雲らしい景観保全に向けた新市景観

条例を制定する。 

緑化助成制度については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後３

年を目途に出雲市の例を基に、新たな緑化助成を制度化する。 

 

３ 築地松保全事業 

新市において、引き続き築地松景観保全対策推進協議会に加入する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１
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